令和7年度　10月分　問題編


令和７年度
社会福祉法人会計実務通信講座


【10月度課題】
[bookmark: _Hlk489993771]固定負債と引当金に係る仕訳
基本金・国庫補助金等特別積立金に係る仕訳
8桁精算表の作成（応用）

最後の課題です。固定負債、引当金、純資産について確認しましょう。
固定負債については借入金に関する学習が中心です。
引当金は法律上の債務ではありませんが、損益思考から、資金支出は将来であっても当期の純資産の減少としてＰ／Ｌに計上し、Ｂ／Ｓ上負債として計上しておくもので、少し難しいかもしれません。
また、基本金に関する処理も、経常的に発生するものではないため馴染みがないと思いますが、どのような寄附を受けた場合に計上するのかを押さえてください。
国庫補助金等特別積立金は、社会福祉法人会計特有の処理です。国又は地方公共団体等から拠出された補助金等を国庫補助金等特別積立金として積み立て、その取崩額を減価償却費の控除項目として計上することで、資金面での補助に留まらず、Ｐ／Ｌの面でも補助の実があるようにしています。
来月のスクーリング、修了テストにてこの研修も修了です。未消化部分が残らないようしっかり復習してください。



テキスト該当範囲　pp.110－137（少し前範囲からも出しています）


解答上の注意
解答用紙の1枚目に学籍番号・氏名、2枚目以降は学籍番号を必ず記載してください。
問題１
次の文章の下線部につき正しいものには〇を、誤りがあるものには正しい語句を書きなさい。

（１）　貸借対照表日から起算して1年以内に支払期限が到来する借入金は流動負債である。

（２）　長期運営資金借入金の借り入れ、返済ともに事業活動計算書には一切計上されない。

（３）　決算にあたり、将来支給する退職金のうち、当期の負担に属すべき金額について下記仕訳を行った（人件費科目の中区分）。

　　　　　　（借方）退職給付引当金繰入　　１００　　（貸方）退職給付引当金　　１００

（４）　賞与引当金、退職給付引当金は貸借対照表の負債の部に記載されるが、徴収不能引当金の貸借対照表への記載に当たっては資産の部にマイナス項目として表示される。

[bookmark: _Hlk490407600]（５）　新たな施設建設のための寄附金をいただいた時には基本金に計上する。新たな施設建設には増築及び建替えを含む。

（6）　国庫補助金等で取得した資産の減価償却費のうち国庫補助金等に相当する額を取り
崩す際には、その取崩額をＰ／Ｌのサービス活動費用に控除項目として計上する。

















問題２
[bookmark: _Hlk490407627]次の各取引につき仕訳をし、それぞれ計上される収支計算書（フローの計算書）に〇を、計上されない収支計算書（フローの計算書）に×を入れなさい。計上されない場合、必ず×を入れること（空欄は無回答とする）。
なお、勘定科目は次頁の勘定科目一覧より選択して仕訳をすることとし、相手勘定科目が複数のときは、諸口を使わず相手勘定科目毎に仕訳すること。単位は省略している。

	
	取引内容

	1 
	基本財産（増築）を取得するように指定された補助金として５００の振込を受けた。

	2 
	上記①および自己資金を財源として建物１，２００を現金で取得し、基本財産とした。

	3 
	利用者の家族より、経常経費に充てるための寄附金１００の振込を受けた。

	4 
	上記①について国庫補助金等特別積立金を積み立てた。

	5 
	前期に取得した取得価額５００の舗装路面（構築物）につき、当期の減価償却費を定額法で計算し、計上した（耐用年数10年、定額法償却率０．１００）。

	6 
	職員の出張のために仮払いしていた１０（仮払金で処理）につき、旅費の領収書８と共に現金２の返金を受けた。

	7 
	未払計上していた前月分食材代金２4につき、小切手を振り出して支払った。

	8 
	社会保険料４０（うち従業員からの預り分２０）を現金で納付した。

	9 
	決算に当たり、賞与引当金の期末残高が２０となるように新たに設定した。

	10 
	徴収不能引当金残高を事業未収金の期末残高１，５００の２％となるようにした（修正前の引当金残高は２６）。



勘定科目一覧
貸借対照表勘定科目
（資産の部）
現金預金 事業未収金 前払金 短期貸付金 仮払金 建物 構築物　徴収不能引当金
（負債の部）
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金　預り金 職員預り金　仮受金 賞与引当金　
（純資産の部）
基本金　国庫補助金等特別積立金
事業活動計算書勘定科目
（収益の部）
経常経費寄附金収益　施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益
（費用の部）
職員給料 職員賞与　賞与引当金繰入　法定福利費　水道光熱費 消耗器具備品費 車輌費 
福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 会議費 業務委託費　徴収不能引当金繰入
租税公課 減価償却費 国庫補助金等特別積立金積立額
問題３　
次の各仕訳から解答用紙の総勘定元帳に転記して、締め切りなさい。また、転記した総勘定元帳をもとに、解答用紙の精算表を作成しなさい。日付欄には、問題番号①～⑫を記入すること。

	
	借方
	貸方

	
	勘定科目
	金額
	勘定科目
	金額

	1 
	現金預金
	３００
	施設整備等補助金収益
	３００

	2 
	現金預金
	１００
	施設整備等寄附金収益
	１００

	3 
	現金預金
	１００
	設備資金借入金
	１００

	4 [bookmark: _Hlk490422543]
	建物
	５００
	現金預金
	５００

	5 
	国庫補助金等特別積立金積立額
	３００
	国庫補助金等特別積立金
	３００

	6 
	基本金組入額
	１００
	基本金
	１００

	7 
	減価償却費
	６０
	建物
	６０

	8 
	減価償却費
	２０
	車輌運搬具
	２０

	9 
	国庫補助金等特別積立金
	５５
	国庫補助金等特別積立金取崩額
	５５

	10 
	徴収不能引当金繰入
	３６
	徴収不能引当金
	３６

	11 
	賞与引当金繰入
	２０
	賞与引当金
	２０

	12 
	固定資産売却損・処分損
	３０
	車輌運搬具
	３０




以上、問題はここまでとなります

